
ご
存
知
で
す
か
？

固
定
資
産
の
縦
覧
・
閲
覧
制
度

　

毎
年
、
納
税
通
知
書
を
発
送
す
る
前
に
、

納
税
者
の
方
に
課
税
台
帳
を
お
見
せ
す
る

期
間
を
設
け
て
い
ま
す
。
４
月
１
日
よ
り

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧
、
土
地
及
び

家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
が
ス
タ
ー

ト
し
ま
す
。
ぜ
ひ
、
こ
の
機
会
に
こ
の
制

度
を
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

た
と
え
ば
こ
ん
な
方
・
・
・

・  

自
分
の
固
定
資
産
税
が
い
く
ら
に
な
る

の
か
心
配
で
…

・  

自
分
の
土
地
・
家
屋
と
他
の
方
の
土
地
・

家
屋
の
評
価
額
を
比
較
し
て
、
適
正
で

あ
る
か
確
認
し
た
い
…

・  

土
地
や
家
を
借
り
て
い
る
が
、
そ
の
評

価
額
や
税
額
が
い
く
ら
に
な
っ
て
い
る

の
か
知
り
た
い
…

・  

今
年
に
な
っ
て
か
ら
土
地
を
取
得
し
た

が
、
そ
の
土
地
が
ど
の
よ
う
な
評
価
を

さ
れ
て
い
る
の
か
知
り
た
い
…

■
必
要
な
も
の

・  

納
税
通
知
書
ま
た
は
運
転
免
許
証
や
健

康
保
険
証
等
、
本
人
の
確
認
が
で
き
る

も
の
。

・  

対
象
者
の
②
と
③
に
該
当
す
る
人
は
、

そ
れ
ら
を
確
認
で
き
る
も
の
。（
賃
貸

借
契
約
書
等
）

・  

代
理
人
の
方
は
さ
ら
に
委
任
状
が
必
要

で
す
。

■
手
数
料　

写
し
１
枚
に
つ
き
３
０
０
円

（
た
だ
し
、
縦
覧
期
間
中
は
無
料
。）

軽
自
動
車
の
廃
車
の
手
続
き
は

３
月
31
日
ま
で
に
！

　

軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日
時
点

の
所
有
者
の
方
に
課
税
に
な
り
ま
す
。
軽

○ 

土
地
及
び
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦

覧

　

固
定
資
産
税
の
納
税
者
が
、
自
己
と
他

の
土
地
や
家
屋
の
評
価
額
を
比
較
し
、
適

正
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
制
度

で
す
。

■
縦
覧
場
所　

税
務
課
窓
口

■
期
間　

４
月
１
日
〜
６
月
２
日
（
土
・

日
・
祝
日
を
除
く
）
午
前
８
時
30
分
〜
午

後
５
時
15
分

■
対
象
者　

納
税
者
の
方

■
必
要
な
も
の

・  

納
税
通
知
書
ま
た
は
運
転
免
許
証
や
健

康
保
険
証
等

・ 
本
人
の
確
認
が
で
き
る
も
の
。

・  

代
理
人
の
方
は
さ
ら
に
委
任
状
が
必
要

で
す
。

■
手
数
料　

無
料

○
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

　

自
己
の
資
産
の
価
格
、
課
税
標
準
額
、

税
額
、
評
価
方
法
等
、
ま
た
、
借
地
人
・

借
家
人
等
の
借
り
て
い
る
土
地
・
家
屋
の

確
認
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
閲
覧
場
所　

税
務
課
窓
口

■
期
間　

通
年
※
土
・
日
・
祝
日
、
年
末

年
始
の
休
日
を
除
く
。
午
前
８
時
30
分
〜

午
後
５
時
15
分

■
対
象
者　

①
固
定
資
産
の
所
有
者　

②

土
地
や
家
屋
を
借
り
て
い
る
人　

③
固
定

資
産
の
処
分
を
す
る
権
利
を
有
す
る
一
定

の
人

自
動
車
（
農
耕
車
、原
付
バ
イ
ク
を
含
む
）

を
所
有
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か

に
廃
車
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

（
月
割
課
税
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

　

各
種
軽
自
動
車
廃
車
手
続
き
場
所
は
次

の
と
お
り
で
す
。

■
市
役
所
各
市
民
課
窓
口

・ 

原
付
（
１
２
５
㏄
以
下
の
バ
イ
ク
）

・ 

農
耕
車

■
関
東
運
輸
局　

栃
木
運
輸
支
局

・ 

二
輪
（
側
車
付
の
も
の
を
含
む
）

・ 

二
輪
の
小
型
自
動
車

■
軽
自
動
車
検
査
協
会
栃
木
事
務
所

・ 

三
輪

・  

四
輪
（
乗
用
・
貨
物
、自
家
用
・
営
業
用
）

・  ・
ボ
ー
ト
ト
レ
ー
ラ
ー

税のお知らせ

税のお知らせ

■問い合わせ先
　税務課　☎（40）5554

あなたの税が未来を築く
市町村税滞納ぼく滅月間2014

県内一斉の取組
　納税の公平と税収の確保を図るため、３～５月を「市
町村税滞納ぼく滅月間2014」として、栃木県との協
働により、県内一斉に徴収の強化に取り組みます。

一人ひとりが下野市を支える
　皆さんが納めた税金が下野市の行政サービスを
支えています。納税しない人が増えると生活に必
要な様々な事業が行えなくなります。
　そして何より、納期内に税金をきちんと納めて
いる大多数のみなさんとの公平性を欠くことにな
ります。

自主的な納付をお願いします
　市は、自主的な納税を期待しています。期限
を過ぎても納付がない場合は財産の滞納処分（差
押・公売など）をしなければなりません。滞納処
分をしなくてもよいように、皆さんの自主的な納
税をお願いします。
　納付が困難な場合は、早めに納付の相談をして
ください。

Shimotsuke

広報しもつけ　2014.3
10


